
令和8年度の市・県民税から適用される主な税制改正

  1.給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の人は、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

  2.大学生年代の子等に関する特別控除（特定親族特別控除）の創設
特定扶養控除の対象となる大学生年代(前年末において19歳以上23歳未満)の子等の所得要件が現行の48万円
以下から58万円以下に拡大されます。また、合計所得金額が58万円を超えた場合でも段階的に控除を受けること
ができる特定親族特別控除が創設されます。

  3.各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。

  【よくある質問】
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。
A.給与収入123万円以下です。合計所得金額が58万円以下であれば、家族の税制上の扶養に入ることができます。
Q.前年末時点で年齢が65歳以上、収入が年金のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。
A.年金収入が168万円以下です。

※所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください
※令和8年度の市・県民税から適用される主な税制改正については市公式ホームページをご確認ください

令和7年度税制改正により、令和8年度市・県民税から適用される主な税制改正は以下のとおりです。これら
の改正は、令和7年分所得に係る令和8年度市・県民税から適用されます。

問い合わせ　市税務課☎0940・43・8117

改正前（令和 7年度以前） 改正後（令和 8年度以降）給与収入
162万5,000円以下

162万5,000超180万円以下
180万円超190万円以下

55万円
給与収入×40%－10万円
給与収入×30%+8万円

65万円

※給与収入額190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません

特定親族の合計所得金額 控除額（令和8年度以降）控除の種類
特定扶養控除（19歳以上23歳未満）

特定親族特別控除（19歳以上23歳未満）
※特定親族特別控除に該当する場合は、
　前年の合計所得金額によって控除額の
　適用はありますが、扶養親族としては
　扱われません

45万円
45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円

58万円以下
58万円超95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下

所得要件 改正前
（R7年度以前）控除の種類

配偶者控除・扶養控除

配偶者特別控除

ひとり親控除
勤労学生控除
家内労働者等の
必要経費の特例
雑損控除

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
勤労学生控除の対象となる学生などの合計所得金額
家内労働者などの特例における必要経費に算入する金額
の最低保証額
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円
48万円超
133万円以下
48万円
75万円

55万円

48万円

改正後
（R8年度以降）
58万円
58万円超
133万円以下
58万円
85万円

65万円

58万円

▲松山照紀さんによる昨年度の人権講演会

▲上西郷小学校で行われた人権学習

　国連が定めた１２月１０日の「世界人権デー」が近づいています。今年は戦後８０年の節目です。戦後生まれの人が
人口の大半になっている現在だからこそ「世界人権宣言」や「世界人権デー」の精神を受け継ぎ、二度と戦争を起こさ
ない決意を新たにしなければなりません。市では、12月4日から12月10日までの１週間を「人権週間」と定め、啓発活
動を展開し、広く市民の皆さんに人権意識の高揚を呼びかけます。

街
頭
啓
発
活
動

人
権
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花
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動

人
権
ポ
ス
タ
ー
等
作
品
展

人
権
作
文
集
・

人
権
啓
発
冊
子
を
作
成
中

みんなで築こう人権のまち
～ 一人一人の人権と　多様な価値観を尊重し合い　地域で共生できるまち「ふくつ」～

人
権
講
演
会

問い合わせ　市人権政策課☎0940･43･8129

　
人
権
週
間
の
広
報
活
動
と
し
て

街
頭
啓
発
を
行
い
、人
権
週
間
の

意
義
や
人
権
講
演
会
の
宣
伝
活
動

を
行
い
ま
す
。

　
今
回
の
街
頭
啓
発
で
も
、市
内

障
が
い
者
施
設
の
協
力
を
得
て
、

今
年
の
７
月
同
様
小・中
学
生
の

人
権
標
語
が
印
刷
さ
れ
た
メ
モ
用

紙
と
キ
ー
リ
ン
グ
を
配
布
し
、生

命
の
尊
厳
や
人
権
の
大
切
さ
を
訴

え
ま
す
。

日
程
　
12
月
3
日（
水
）

場
所
と
時
間
　
①
J
R
福
間
駅・

東
福
間
駅
　
午
前
7
時
30
分
②
ゆ

め
マ
ー
ト
津
屋
崎
店・ル
ミ
エ
ー

ル
福
津
店
　
午
前
11
時
30
分
　
　

※
時
間
は
前
後
す
る
場
合
あ
り

　
平
和
と
反
核・反
戦
を
テ
ー
マ

に
、人
権
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、広
報
ふ
く
つ
12
月
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

日
時
　
12
月
6
日（
土
）午
後
１
時

開
演

場
所
　市
中
央
公
民
館

講
師
　
福
岡
県
被
団
協
事
務
局
長

南
嘉
久
さ
ん

演
題
　「
と
も
に
考
え
る
　
平
和

の
大
切
さ
と
核
兵
器
問
題
」

　
市
内
外
の
小・中
学
生
、高
校
生

が
作
成
し
た
、人
権
ポ
ス
タ
ー
や

人
権
標
語「
男
女
が
と
も
に
歩
む
」

一
行
詩
表
彰
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

展
示
期
間
　
11
月
29
日（
土
）〜
12

月
21
日（
日
）　

場
所
　
市
中
央
公
民
館
　
※
月
曜

日
は
休
館

　
今
年
も
、上
西
郷
小
学
校・虹
の

森
保
育
園・野
い
ち
ご
さ
く
ら
ん

ぼ
子
ど
も
園
の
3
カ
所
で
、楽
し

く
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
人
権

の
花「
ひ
ま
わ
り
」を
育
て
ま
し
た
。

保
育
所
で
は
、種
子
の
収
穫
も
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、上
西
郷
小
学
校
で
は
、6

月
14
日
に
人
権
擁
護
委
員
さ
ん
と

一
緒
に
人
権
学
習
を
実
施
し「
人

権
」に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。一
連
の
活
動
を「
人
権

ポ
ス
タ
ー
等
作
品
展
」で
紹
介
す

る
予
定
で
す
。

　
市
内
小・中
学
校
や
高
等
学
校

の
皆
さ
ん
の
作
品
を
掲
載
し
た
人

権
作
文
集「
き
ず
な
」を
作
成
し
て

い
ま
す
。ま
た
、今
年
は
人
権
啓
発

冊
子
も
作
成
し
て
い
ま
す
。完
成
を

ご
期
待
く
だ
さ
い
。
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